
令和 7 年度 第 4 回 養老町農業委員会 議事録 

【開催概要】 
日時：令和 7 年 4 月 4 日（金） 午前 9 時 30 分～ 

場所：養老町役場 3 階 第 1 会議室 

出席者：農業委員および農地利用最適化推進委員、事務局職員 

議長：会長が議長を務める 

【審議事項】 
1. 農地利用最適化推進委員の委嘱（議案第 13 号） 
 前任者の辞職に伴い、新たな委員を日吉地区から委嘱。町ホームページで募集の上、

候補者を全会一致で承認。 

2. 農地法第 3 条に基づく許可申請（議案第 14 号） 
 農地譲渡申請 1 件を審議し、農業経験者による経営拡大目的のため全会一致で承認。 

3. 農地法第 4 条に基づく転用申請（議案第 15 号） 
 個人宅敷地の拡張に伴う駐車場整備目的での申請 1 件。長期使用実態を踏まえ、始末

書提出のうえ承認。 

4. 農地法第 5 条に基づく転用申請（議案第 16 号） 
 太陽光発電や宗教施設建設目的での転用申請 4 件。いずれも該当法規に適合しており、

全会一致で意見書を県に提出。 

 ※一部委員より太陽光発電施設に関する地域調和や廃棄リスクへの懸念が表明された。

条例化の必要性についても議論あり。 

5. 令和 7 年度最適化活動の目標設定（議案第 17 号） 
 集積率維持、新規集積面積、遊休農地解消、新規参入促進等を明確に設定。目標達成

度に応じた加算額報酬制度にも関連。 

【事務局報告・連絡事項】 
・加算額報酬について：令和 6 年度分は最適化交付金の成果として増額支給。日報未入

力者がいると支給に影響が出るため注意喚起。 

・農地法審議の姿勢について：法令に基づく審議を徹底し、私情による拒否は厳禁。関

係者への適正対応を徹底。 

・前回（令和 7 年 3 月）審議案件の許可報告。 



・次回委員会は 5 月 9 日（金）開催予定。申請受付締切は 4 月 15 日（火）、町への送

達は 4 月 22 日（火）。 


